
 
 
（１）地方自治法の改正（地方自治法第２４４条の６第１項の新設。令和８年４月１日施行）に伴い、

普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、サイバーセキュリティを確保するための方
針を定めることが義務付けられた。 

 
（２）従来は「川崎市情報セキュリティ基本方針に関する規程」（市長訓令）を教育委員会などの市長

以外の執行機関が保有する情報資産にも適用していたが、今回の地方自治法の改正を踏まえて、執
行機関ごとに基本方針を整備することとなったものである。 

 
（３）川崎市教育委員会において、市立学校が保有する情報資産については、「川崎市学校情報セキュ

リティ基本方針に関する規程」（教育委員会訓令）が定められているが、教育委員会（市立学校を
除く。）が保有する情報資産については、サイバーセキュリティを確保するための方針を新たに定
める必要が生じるため、「川崎市教育委員会情報セキュリティ基本方針に関する規程」（教育委員会
訓令）を制定する。

 
【新規制定に当たっての参考】 
・「川崎市情報セキュリティ基本方針に関する規程」（市長訓令） 
・「地方公共団体における情報セキュリティポリシーに関するガイドライン」の 
「第１章 情報セキュリティ基本方針（例文）」（総務省策定） 

１ 川崎市教育委員会情報セキュリティ基本方針に関する規程の新規制定について 
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報告事項No.５・６　資料



 
 
 
（１）市立学校が保有する情報資産について、「川崎市学校情報セキュリティ基本方針に関する規程」

を地方自治法第２４４条の６第１項のサイバーセキュリティを確保するための方針として位置付
けるため、所要の整備を行う。 

 
（２）また、教育委員会（市立学校を除く。）が保有する情報資産について、「川崎市教育委員会情報セ

キュリティ基本方針に関する規程」（教育委員会訓令）を新たに制定することに伴い、紛れが生じ
ないように文言の整理を行う。 

 
・教育次長をもって充てる「情報統括監理者」→「学校情報統括監理者（学校ＣＩＳＯ）」 
・学校教育部長をもって充てる「情報監理者」→「学校情報監理者」 
・校長をもって充てる「情報管理責任者」→「学校情報セキュリティ管理者」 
・情報・視聴覚センター室長をもって充てる「情報システム管理者」→「学校情報システム管理者」 

 

２ 川崎市学校情報セキュリティ基本方針に関する規程の一部改正について 
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地方自治法（昭和22年4月17日法律第67号） 

（サイバーセキュリティを確保するための方針等） 

第二百四十四条の六 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、それぞれその

管理する情報システムの利用に当たつてのサイバーセキュリティを確保するための方針

を定め、及びこれに基づき必要な措置を講じなければならない。 

２ 普通地方公共団体の議会及び長その他の執行機関は、前項の方針を定め、又はこれを

変更したときは、遅滞なく、これを公表しなければならない。 

３ 総務大臣は、普通地方公共団体に対し、第一項の方針（政令で定める執行機関が定め

るものを除く。）の策定又は変更について、指針を示すとともに、必要な助言を行うも

のとする。 

４ 総務大臣は、前項の指針を定め、又は変更しようとするときは、国の関係行政機関の

長に協議しなければならない。 

4



1/2 

川崎市情報セキュリティ基本方針に関する規程の一部を改正する訓令 

 

 

新 旧 

○川崎市情報セキュリティ基本方針に関する規程 ○川崎市情報セキュリティ基本方針に関する規程 

平成19年３月30日訓令第１号 平成19年３月30日訓令第１号

（趣旨） （趣旨） 

第１条 この訓令は、地方自治法（昭和22年法律第67号）第２４４条の６第

１項の規定に基づき、市が保有する情報資産をさまざまな脅威から保護す

るため、情報セキュリティに関する基本的な方針を定めるものとする。 

第１条 この訓令は、市が保有する情報資産をさまざまな脅威から保護する

ため、情報セキュリティに関する基本的な方針を定めるものとする。 

（定義） （定義） 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

第２条 この訓令において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該

各号に定めるところによる。 

(１) 各局 川崎市事務分掌条例（昭和38年川崎市条例第32号）第１条に

掲げる局及び本部並びに市民オンブズマン事務局、会計室、区役所及び

消防局をいう。 

(１) 各局 川崎市事務分掌条例（昭和38年川崎市条例第32号）第１条に

掲げる局及び本部並びに市民オンブズマン事務局、会計室、区役所、上

下水道局、交通局、病院局、消防局、教育委員会事務局、選挙管理委員

会事務局、監査事務局、人事委員会事務局及び議会局をいう。 

略 略 

 

（各局の長の責務） （各局の長の責務） 

第６条 各局の長は、対策基準に基づき情報セキュリティ対策を実施するも

のとする。 

第６条 各局の長（教育委員会事務局にあっては、教育次長。以下同じ。）は、

対策基準に基づき情報セキュリティ対策を実施するものとする。 

略 略 

４ 各局の長は、情報資産を取り扱う業務の全部又は一部を事業者に委託す

る場合又は地方自治法第２４４条の２第３項の規定により市の指定を受け

たもの若しくは公営住宅法（昭和２６年法律第１９３号）第４７条の規定

により公営住宅の管理を代わって行うものが市の情報資産を利用する場合

は、情報セキュリティに関する法令、この訓令、対策基準及び実施手順の

４ 各局の長は、情報資産を取り扱う業務の全部又は一部を事業者に委託す

る場合又は地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２４４条の２第３項

の規定により市の指定を受けたもの若しくは公営住宅法（昭和２６年法律

第１９３号）第４７条の規定により公営住宅の管理を代わって行うものが

市の情報資産を利用する場合は、情報セキュリティに関する法令、この訓
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新 旧 

規定を遵守させるために必要な措置を講ずるものとする。 令、対策基準及び実施手順の規程を遵守させるために必要な措置を講ずる

ものとする。 

略 略 

附 則 

 この訓令は、令和８年４月１日から施行する。 
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川崎市教育委員会におけるサイバーセキュリティを確保するための方針 

川崎市教育委員会情報セキュリティ 

基本方針に関する規程 

【新規制定】 

川崎市学校情報セキュリティ

基本方針に関する規程 

【一部改正】 

教育委員会（市立学校を除く。）が 

保有する情報資産 

市立学校が保有する情報資産 

川崎市教育委員会においては、２つの基本方針をもって、保有する全ての情報資産（情報及び情報システム並

びにこれらに関連する施設、設備等）のサイバーセキュリティを確保するための方針とする。 
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